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令和６年度地域課題解決活動支援ネットワーク構築事業企画・

運営業務委託仕様書

１ 事業の目的

地域おこし協力隊や協力隊ＯＢ・ＯＧ等が自治会，NPO 法人など地域づく

り活動に取り組む団体と連携・協力して地域課題の解決等に自主的・持続的

に取り組むための活動等を支援するため，地域おこし協力隊や協力隊ＯＢ・

ＯＧのネットワークを構築し，地域づくりの多様な担い手が出会い，つなが

り，新たな取組などが生まれる場づくりを促進する。

２ 事業概要

大隅地域（鹿屋市，垂水市，曽於市，志布志市，大崎町，東串良町，錦江

町，南大隅町及び肝付町）の地域おこし協力隊が，隊員同士及び隊員ＯＢ・

ＯＧと人脈をつくり，地域を超えたネットワークを構築することに寄与する

研修や交流会等の実施

⑴ 上記目標の達成に寄与するものであれば，事業内容の形態は問わない。

⑵ 大隅地域の地域おこし協力隊の推移は別添のとおり

３ 事業に係る条件等

⑴ 大隅地域の地域おこし協力隊員を対象とする事業であること。

⑵ 協力隊活動の充実や，任期後の定着に資する事業であること。

⑶ 地域おこし協力隊員のニーズを踏まえ，柔軟に対応すること。

４ 事業内容

地域おこし協力隊のニーズを踏まえ，外部専門家の講演や事例発表等を取

り入れた交流会や地域おこし協力隊が地域課題解決につながるようなワーク

ショップの実施など（３回程度開催）

５ 履行期限

令和７年２月 28 日（金）

６ 事業完了の報告及び成果の報告

すべての事業終了後，令和７年２月 28 日（金）までに事業完了報告書を

提出すること。また，提出すべき成果物は下記のとおりとする。

⑴ 実施内容をまとめた報告書

⑵ 交流会やワークショップ等の実施状況がわかる写真 など
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７ 個人情報の保護

受託者は，この業務に関し，知り得た業務上の個人情報を他に漏らし，

又は他の目的に使用してはならない。受託者は，この業務に関し，個人情

報（個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）の取扱いについて，別紙「個人情報取扱特記事項」を

遵守しなければならない。

８ 実施計画

企画提案された計画に基づき実行していくが，詳細な業務の実施計画や計

画変更については，委託者と調整の上，実施すること。

９ 追加提案

本仕様に定めのない内容であっても，本事業での目的達成に資すると判断

できる追加提案があれば，積極的に提案すること。

なお，追加提案の効果等を踏まえ，企画提案内容を変更し実施する場合が

ある。この場合，委託者と協議の上，委託者の判断において実施する。

ただし，原則委託費の範囲内で業務執行を行う。

10 その他

上記のほか，事業の実施において必要な事項については事前に委託者と協

議すること。







市町名 隊員数 隊員の主な活動
隊員ＯＢ・

ＯＧ数

1 鹿屋市 ３人
地域づくりの推進，鹿屋市自転車活用推進計画
の推進，移住体験活動等のイベントの企画・運
営，イベント等におけるＰＲ事業　等

３人

2 垂水市 ０人 委嘱なし ０人

3 曽於市 ０人 委嘱なし ４人

4 志布志市 ３人
地域プロモーション，住まいと仕事コンシェル
ジュ，農業サポートセンター支援員　等

３人

5 大崎町 ９人
ホストタウン事業継続支援，企業連携，多文化
共生推進，竹資源の地域内循環モデルの開発，
スポーツコミッションの推進　等

１人

6 東串良町 １人 肉用牛管理支援　等 ２人

7 錦江町 ３人
木製製品のアイデア提案及び作成，コミュニ
ティスポーツクラブの企画及び運営，コミュニ
ティーヘルパー　等

５人

8 南大隅町 ４人
飲食業継承，公民館サポート活動，都市農村交
流活動，熱帯果樹の栽培　等

６人

9 肝付町 ２人 宇宙のまちづくり，移住定住促進　等 ５人

２０人 ２９人

※　地域おこし協力隊は令和６年５月３０日現在の人数

計

地域おこし協力隊の状況

※　協力隊ＯＢ・ＯＧ数はＯＢ・ＯＧとしてプロフィールを共有することを可と
 している令和６年３月３１日現在の人数

※　実際の交流会，研修会等の参加人数は増減する。


